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自己紹介

社会保険労務士 佐藤 正樹

まさき社労士事務所
熊本県熊本市

クリエイティブ出身の社会保険労務士とし
て、柔軟な発想と実践的な人事スキルを組
み合わせ、会社と社員が直面する課題を解
決します。
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勤務間インターバル導入コース

労働時間短縮・年休促進支援コース

01

02

働き方改革推進支援助成金
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勤務間インターバル導入コース

現在は努力義務である制度に

先駆けて取り組む企業への助成金

助成対象の取組＋制度導入

助成金

厚生労働省リーフレットより
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1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
2.36協定を締結しており、原則として、過去２年間において月45時間を超える時間外
労働の実態があること。 

3.年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。 
　　①勤務間インターバルを導入していない事業場 
　　②既に休息時間数が９時間以上の勤務間インター バルを導入している事業場であっ　　　
　　　て、対象となる 労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 
　　③既に休息時間数が９時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

対象事業主の要件

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
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1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新

助成対象となる取組

いずれか１つ以上を実施します
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勤務間インターバル導入の成果目標

新規導入

適用範囲の拡大
対象となる労働者が事業場全体の半数に満たない場合

対象となる労働者が事業場全体の半数を超えること

対象となる労働者が事業場全体の半数を超える場合

既に9時間以上のインターバルを導入済

まだ勤務間インターバルを導入していない

既に9時間未満のインターバルを導入済
時間延長

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施

7



助成上限額と助成額

勤務間インターバル導入「成果目標」の達成状況に応じて

「助成対象となる取組」の実施に要した経費の一部が助成されます。
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受給額イメージ

労務管理の効率化を実現できるソフト（120万円）を導入予定

9時間の勤務間インターバルを新規導入

就業規則を改定し、管理者・労働者へ研修を実施

（120万円×3/4）
労働者30人未満の場合 96万円（120×4/5）

90万円

例
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助成上限額の加算

厚生労働省リーフレットより 10



受給額の加算イメージ

労務管理の効率化を実現できるソフト（120万円）を導入予定

9時間の勤務間インターバルを新規導入

就業規則を改定し、管理者・労働者へ研修を実施

（120万円×3/4）

（100万円＋120万円加算）

労働者30人未満の場合 96万円（120×4/5）

労働者30人未満の場合 340万円（100+120×2）

90

220

万円

万円上限31人の事業所で7%の賃上げを7人実施例
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生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入

に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の

皆さまを支援する助成金です。是非ご活用くだ

さい。

勤務間インターバル導入コース01

働き方改革推進支援助成金

12



労働時間短縮・年休促進支援コース02

働き方改革推進支援助成金
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労働時間短縮・年休促進支援コース

厚生労働省リーフレットより

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の上限規制に対応

年休促進の取組に対する助成金

助成対象の取組＋制度導入

助成金

02
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1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
2.年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等 を整備していること。
3.交付申請時点で、「成果目標」①から③の 設定に向けた条件を満たしていること
　　①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減
　　②年次有給休暇の「計画的付与制度の新規導入」

　　③「時間単位の年次有給休暇制度」と、

　　　交付要綱で規定する「特別休暇」を１つ以上新規導入

対象事業主の要件と「成果目標」

以下のいずれにも該当する事業主が対象です。
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1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新

助成対cとなる取組

いずれかgつ以�を実施します

勤務間インターバル導入コースとほぼ同じ
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労働時間y縮・年休Dê支Oコースの7¦目ü

月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の 縮減

年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入

時間単位の年次有給休暇制度と、

交付要綱で規定する特別休暇を１つ以上新規導入

以下の「7¦目ü」から１つ以上¤&してE7を目Âして:Âを実施

1

2

3
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労務管理の効率化を実現できるソフト（120万円）を導入予定

36協定時間を90時間から60時間へ削減
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31人の事業所で7%の賃上げを7人実施
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労務管理の効率化を実現できるソフト（120万円）を導入予定

36協定時間を90時間から60時間へ削減
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①交付申請
「交付申請書」を、最寄りの労働局に提出

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施 

支給申請書の提出

令和7年度は11月28日まで

令和7年度は令和8年2月6日まで

受付・審査後に交付・不交付の決定通知

支給申請書の受付・審査　支給決定・通知

②事業実施

③支給申請

④助成金受取

助成金申請の流れ
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働き方改革推進支援センター

各都道府県労働局

働き方改革推進支援センター特設サイト

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

各都道府県に配置された「働き方改革推進支援センター」

では、社会保険労務士等の専門家が勤務間インターバル制

度の導入など、働き方・休み方の見直しに取り組む事業主

の皆さまに対し、無料で相談やアドバイス等を行います。

助7金相¦�口

お問い合せ先：都道府県労働局

雇用環境・均等部または雇用環境・均等室
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ありがとうございました

✉　masaki@310-sr.com
📞　080-2965-9846
HP　https://310-sr.com
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